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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 

 

 ※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。 
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介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 

長野市トップページ＞ＭＥＮＵ＞健康・医療・福祉＞ 

高齢者福祉・介護＞介護保険＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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介護保険事業者の指定について 

  

新たに指定された介護保険事業者のうち、長野市を営業地域とする事業者についてお知らせし

ます。 

 

令和６年10月１日付け指定分 

 

□訪問介護 

 

 

□通所介護 

 

 

□訪問看護・介護予防訪問看護 

 

 

介護保険事業者番号 2070107954 

事業所名称 オフィスケア訪問 

事業所所在地 長野市若里一丁目４番24号 

事業所電話番号 026-217-8422 事業所FAX番号 026-217-8423 

開設者の名称 
オフィスケア長野合

同会社 
営 業 日 月～金 

営業時間 8：00～17：00 訪問介護員数 ７人 

通常の事業実施地域 長野市（若里、安茂里、中御所） 

介護保険事業者番号 2070107962 

事業所名称 リハビリ＆フィットネス リサーラ松岡 

事業所所在地 長野市松岡二丁目 21 番７号 

事業所電話番号 026-400-7001 事業所 FAX 番号 026-400-7002 

開設者の名称 
公益財団法人 

倉石地域振興財団 
営業日 月～金 

サービス提供時間 
①9：15～12：20 

②13：30～16：35 
定員 24 人 

通常の事業実施地域 長野市（片道 15 分程度の一部地域） 

介護保険事業者番号 2060190663 

事業所名称 訪問看護ステーション ふくろう 

事業所所在地 長野市川中島町御厨 1177 番地２ 

事業所電話番号 026-214-2963 事業所 FAX 番号 026-214-2930 

開設者の名称 
株式会社ふくろうの

家 
営 業 日 月～金 

営業時間 9:00～17:00 看 護 員 数 3 人 

通常の事業実施地域 
長野市（旧大岡村、旧鬼無里村、旧戸隠村、旧中条村、旧

信州新町、旧豊野町を除く）、千曲市 
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□第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス、訪問型基準緩和サービス） 

 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当  

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

 

 
【リマインド】【重要】電子申請・届出システムの利用開始について① 

（システム稼働開始の時期） 

  

介護保険事業者の文書に係る事務負担の軽減のため、令和６年４月１日から、指定申請等の手

続きは厚生労働省が提供する「電子申請届出システム」を利用することが原則化されたところで

す。 

 

長野市では、 令和６年11月１日（金）から、「電子申請・届出システム」による指定申請、変

更届等の手続きの受付を開始します。つきましては、令和６年11月１日以降の手続きについて

は、「電子申請・届出システム」をご利用ください。 

 

「電子申請・届出システム」では、提出書類の印刷、郵送・持参等の手間なく、ウェブ上で申

請・届出を完結させることができます。添付書類についても、電子ファイルでの提出が可能なた

め、複数の申請・届出の際に同じファイルをご活用いただけます。また、同一の事業所番号で受

付・入力した届出情報をコピーしたり、申請・届出の受付状況や結果について、システム上で確

認することも可能です。 

 

ログイン、操作方法等に関する詳細は、下記長野市ホームページに掲載のマニュアル又は説明

動画をご参照ください。 

 

○指定申請、変更届出等に係る電子申請届出システムの運用（長野市ホームページ） 

 https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p005871.html 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当  

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

 

 

介護保険事業者番号 2070107954 

事業所名称 オフィスケア訪問 

事業所所在地 長野市若里一丁目４番24号 

事業所電話番号 026-217-8422 事業所 FAX 番号 026-217-8423 

開設者の名称 
オフィスケア長野合

同会社 
営業日 月～金 

営業時間 8：00～17：00 訪問介護員数 ７人 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p005871.html
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【リマインド】【重要】電子申請・届出システムの利用開始について② 

（システム利用のための「ＧビズＩＤ」の取得） 
 

「電子申請・届出システム」のログインには「ＧビズＩＤ」が必要です。 

「ＧビズＩＤ」とは、デジタル庁が提供する共通認証システムです。「ＧビズＩＤ」の取得

には審査が必要であり、審査期間は原則２週間程度です。システムの利用開始前に予め取得し

ていただきますようお願いいたします。 

詳細は、下記デジタル庁ホームページをご参照ください。 

 

○「ＧビズＩＤ」デジタル庁ホームページ 

 https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当  

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

 

 

【リマインド】【重要】電子申請・届出システムの利用開始について③ 

（デモ環境の設置） 
 

「電子申請・届出システム」の運用開始にあたり、共通ＩＤを使い申請・届出の試行ができ

るデモ環境を設置しております。機能の把握や運用開始後の業務の検討等にご活用ください。  

 

○電子申請届出システム デモ環境 ＵＲＬ 

https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/ 

 

○ログインＩＤ（３つ用意されています。）  

その１：demo1@kaigokensaku.mhlw.go.jp 

その２：demo2@kaigokensaku.mhlw.go.jp 

その３：demo3@kaigokensaku.mhlw.go.jp 

 

○パスワード（全ＩＤ共通）  

password 

 

   問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当  

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
mailto:demo1@kaigokensaku.mhlw.go.jp
mailto:demo2@kaigokensaku.mhlw.go.jp
mailto:demo3@kaigokensaku.mhlw.go.jp
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生産性向上推進体制加算を算定する事業所における生産性向上の取組に関する実

績データの厚生労働省への報告について 
 

生産性向上推進体制加算を算定する事業所における令和６年度の生産性向上の取組に関する

実績データは令和７年３月31日までに厚生労働省へ提出をお願いいたします。 

詳細は介護保険最新情報vol.1315をご確認ください。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当  

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 

 

 

 
【重要】訪問介護事業所の同一建物減算に係る体制届の提出について 
 

令和６年度介護報酬改定により、指定訪問介護における同一建物減算の区分が新設（提供総数

のうち同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90％以上である場

合には12％減算）されたことに伴い、各事業所が各年度２回（前期・後期）減算の適用の有無を

確認することとなりました。 

 

令和６年度の前期判定期間は４月１日から９月30日までとされているため、当該期間内の利

用者総数のうち同一敷地内建物等に居住する利用者の割合を、別紙１より確認してください。 

 

確認の結果、12％減算に該当する場合は、11月１日から３月31日まで減算が適用されますの

で、10月15日（火）までに、長野市高齢者活躍支援課に必要書類を提出してください。 

 

なお、計算は訪問介護、訪問型サービス（総合事業）それぞれで行う必要があります。訪問型

サービス（総合事業）の判定をする場合は、「指定訪問介護」を「訪問型サービス（総合事業）」

に読み替えて計算を行ってください。 

 

また、12％減算に該当する場合の必要書類は、下記リンクよりダウンロードしてください。 

 

＜訪問介護＞ 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002497.html 

 

＜訪問型サービス（総合事業）＞ 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002472.html 

 

                            問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当  

                     ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

 

 

 

 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002497.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002472.html
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介護保険最新情報について 

 

厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。  

 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。  

 

【介護保険最新情報 vol.1312】 

令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和６年度調査）への協力依頼に

ついて 

 

【介護保険最新情報 vol.1313】 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）（令和６年９月 27 日）」の送付について 

 

【介護保険最新情報 vol.1314】 

令和５年度介護保険事務調査の集計結果について 

 

【介護保険最新情報 vol.1315】 

生産性向上推進体制加算を算定する事業所における生産性向上の取組に関する実績データの厚

生労働省への報告について 

 

【介護保険最新情報 vol.1316】 

科学的介護情報システム（LIFELIFE）の遡り入力期間について 

 

【介護保険最新情報 vol.1317】 

科学的介護情報システム（LIFE）第１回説明会の動画及び説明資料の公開について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護
支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知
らせしていく予定です。  
業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電

話またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合わせ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

